
�1 事��������に��������度���に��て

県担当課（室） 用地対策課

�����現状�課題�

《新成長戦略》（P23，25）
◇ 観光立国・地域活性化戦略

・都市は都市らしく，農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進めるため，生活
機能等を確保する。

《民主党政策集(INDEX2009)》（P14）
◇ 登記所の地図整備を推進

・地図整備についての国の責任を明確にし，筆界特定手続きの職権開始制度の
導入など正確な登記所備付地図の整備を加速します。

《現状》
■ 本県では，地域活性化や安全・安心のための社会資本整備が遅れており，その
最大の原因は，事業用地の取得に伴う境界紛争である。

■ 事業化されても，境界紛争（境界不調や立会拒否）が解決しなければ，買収面
積及び補償金の提示ができず，用地交渉に入れない。

■ 土地収用法の手続により収用することもできるが，そのためには多大な時間・
手間・費用が必要となり，しかも境界紛争は解決されない。

《課題》
◆ 境界紛争の解決には，登記官が土地の筆界の現地における位置を特定する「筆
界特定制度」の活用が時間・手間・費用の面から，非常に効果がある。

◆ 地権者に申請費用や測量費用等の金銭的負担が必要となることから，「筆界特定
制度」の活用が進まず，事業用地の取得の推進に結びついていない。

平成24年度政府予算編成に向けて

�����政策���

《�����》
� �����度���に関�，��事����に����������

・土地所有者である「所有権登記名義人等」に限定されている「筆界特定制度」
の申請者に公共事業施行者を含めること。

・対象となる公共事業については，土地収用法第３条に列挙されている収用適格
事業とすること。

※収用適格事業
道路，河川，港湾事業などのように，土地を収用し，又は使用することができる
公共の利益となる事業

主管省庁局名 法務省民事局，国土交通省大臣官房
関係法令等 不動産登記法，道路法，河川法，港湾法，砂防法，海岸法，都市計画法
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筆界特定制度の拡充
「筆界特定制度」とは，不動産登記法に基づき，土地所有者の
申請により，登記官が土地の筆界の位置を特定する制度

用 地 取 得 の 最 大 の 難 航 原 因 は � 界 � �

事業計画

用地測量
土地収用法

による収用

丈量図作成 筆界特定制度の活用

交渉・契約

支払

�� ��申請者�土地所有者の�

��事業��者�と拡大

�� �����事業の事業��の����
�用地取得の��・��・�用の��

��制����

代替地
9%

権利割合
3%

金額不満
10%

地図混乱
20%

�界��
30%

相続関係
28%

�界��

現行制度では，公共事業施行者が
直接，筆界特定制度を利用できない

− 128 −



�2 地域医療��体制の����に��て
県担当課（室）医療政策課，地域医療再生室，病院局総務課

�徳島県の現状と課題�

（Ｐ18～20）《新成長戦略》

◇ ライフ・イノベーションによる健康大国戦略

・医師養成数の増加，勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療従事者の確
保とともに，医療･介護従事者間の役割分担を見直す。また，医療機関の機能
分化と高度･専門的医療の集約化，介護施設，居住系サービスの増加を加速さ
せ，質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。

《平成23年度国予算の内容》

◇ 地域医療確保対策の推進 ４３，４９５百万円

◇ 救急医療・周産期医療の体制整備 ２０，７３１百万円

◇ 地域医療再生臨時特例交付金の拡充 ２１０，０００百万円（22年度補正）

（Ｐ14）《民主党の政権政策 Manifesto 2010》

◇ 年金・医療・介護・障がい者福祉

・診療報酬の引き上げに，引き続き取り組みます。

・地域の医師不足解消に向けて，医師を1.5倍に増やすことを目標に，医学部
学生を増やします。看護師など医療従事者の増員に,引き続き取り組みます。

《現状》
■ 国においては，医学部定員増や，地域医療再生計画に対する支援など，地域医療

確保への取組みが進められている。
， 「 」 ，■ 本県では 県と徳島大学の連携による 総合メディカルゾーン構想 を発展させ

「メディカルゾーン本部」と各地域の拠点病院が一体となって県全域の「医療の最
適化」を目指すこととしている。

《課題》
◆ 地域医療の再生をより確かなものとするためには，国による更に踏み込んだ予算
や制度面での取組みが必要。

◆ 「総合メディカルゾーン構想」の推進にあたって，いくつかの点で現行制度を見
直すことができれば，より効果的な施策展開が可能となる。

平成 年度政府予算編成に向けて24

�徳島�の政策���

《�体的内容》

新たに策定する はもと① 「徳島県地域医療再生計画」に対する国の積極的な支援

より も視野に入れ， を行う，「再生計画終了後」 国の予算や制度面での特段の配慮

こと。

「総合メディカルゾーン本部」の一体的運営を進める 県立病院と大学病② ため，

において，院の間

検査業務の一体的実施」 「高度医療機器の共同利用 ，・ や「 」

医師 医療スタッフ 「相互の病院における診療」・ をはじめ が

を行う場合について，各種制度の弾力的運用を可能とすること。

「診療報酬・介護報酬の同時改定」 医療と介護の連③ 平成24年度の においては，

など， に努めること。携による在宅療養推進 地域医療再生に繋がる枠組みの構築

主務省庁局名 厚生労働省医政局
関係法令等 医療法，医師法
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�　　�

�政�医療総合��センター機
能
　「がん」「糖尿病」「�急」「���急」
　「��期医療」「へ�地医療」な�

�医師等�成・研�センター機能
�医師等派遣センター機能

◇医師等の派遣
◇��医療・診���テム
◇ドクターヘリの運�

総合メディカルゾーン
南部サテライト

地域医療研究センター

◇医師等の派遣
◇��医療・診���テ
ム
◇ドクターヘリの運�

◇医師等の派遣
◇��医療・診���テ
ム
◇ドクターヘリの運�

県立三好病院

��

�急医療体制の�全化

�度��医療の���成

地域医療支援機能の強化

������県立海部病院

�予�医学・�学推進センターの
設置（がん・糖尿病等の患者データの
登録・管理・活用）

�総合メディカルゾーン
�部サテライト

��病院の�所を活かした「機能
�化・��化」を推進

総合メディカルゾーン

徳島大学病
院

県立中央病

������

������

���������������

���������

��������

���������

��������

��������

�������

������

��������
��������

��������

���������

��������

������

���������

��������
��������

���������
��療�����

������

������療����

��������

県医師�

��医療機関

��������

��医師�

関�機関

����������������������

� ��する２病院の機能の�合・強化

� 県全体に医師を��配置する「���」機能
　

� 医師�成・派遣のた�のト�ー�ン�センター機能

� 県全体の�病予�・管理センター機能

����������������

① 地域医療再生に向けた予算・制度面での配慮

���での�の取組み

② 「総合ﾒﾃﾞｨｶﾙｿﾞｰﾝ本部(県立中央病院・徳島大学病院）」の一体的運営に向けた制度の弾力的運用

③ 平成24年度の診療報酬と介護報酬の改定に伴う連携

大学医学部定員増、
診療報酬改定　他

「地域医療支援センター」「ドクターヘリ」
等への財政支援措置の維持・充実を！

診療報酬の平成24年度改定における地
域医療再生に向けた更なる取組みを！

徳島大学病院への
検査業務の委託 一部の検査以外は不可！ 「病理学的検査」「遺伝子検査」に限らず

全ての検体検査業務の委託を可能に！

大学病院��の
���検査用診�薬
を県立病院でも�用

薬事法上の各種許可手続を不要に！

�病院�の医師、
看護師等の派遣

派遣法上の医師の派遣手続の簡素化と
ともに、看護師等の派遣を可能に！

必要な手続が煩雑！

原則として派遣は禁止！

平成21年度
介護報酬改定

平成22年度
診療報酬改定

３年毎に改定

２年毎に改定

平成24年度
「��改定」

急性期から亜急性期､回復期､維持期､在宅･
介護施設に至る「地域医療連携」の強化を！

「医療」と「介護」を
一体的に捉え、
「地域医療再生」に
資する報酬体系
に！

在宅・介護施設での「看取り」の推進を！
（近年、死亡場所の8割が医療機関）

平成24年度に向けて更なる配慮を！
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�� がん対策の充�に��て
県担当課（室） 健康増進課

����の現状�課題�

（P14）《民主党の政権政策 Manifesto2010》
◇ 病気や高齢への不安を全力で減らしていきます。

・新型インフルエンザ対策としてのワクチン接種体制の強化，がんの予防検診
体制の強化，肝炎治療に対する支援などに集中的に取り組みます。

《現状》
，「 」 ， ，■ 徳島県では がん対策 の取り組みをさらに加速させ 総合的に展開するため

平成22年3月に「徳島県がん対策推進条例」を制定し，特に「女性特有のがん対策
の推進 「緩和ケア・在宅医療等の推進 「がんの予防・早期発見の推進」を条項」 」
立てをし，しっかりと取り組んでいる。

■ 徳島県では，地域医療再生計画において，徳島大学病院と徳島県立中央病院か
らなる「総合メディカルゾーン」に平成22年度より「がん対策センター」を設置
し，在宅緩和ケアを含め本県のがん医療をリードしている。

徳島県では 「徳島県がん対策推進計画」に，すべてのがん検診受診率を平成24■ ，
年度までに50％以上とすることを目標に掲げ，各種施策に取り組んでいる。

《課題》
◆ これからのがん対策推進に当たっては，集学的治療（手術・化学療法・放射線

照射・免疫療法などを組み合わせて行う治療法）の整備とともに，がん患者のた
めの在宅療養支援システムの整備が喫緊の課題であり，これを誘導するための施
策が必要である。

◆ がん検診は健康増進法に位置付けられているものの，実施主体である市町村に
義務付けはない。一方，特定健診は，実施主体である医療保険者に義務付けられ
ている。

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政策���

《��的��》

がん�者の在宅�の療養生�を支援するための�制整備に��て①

�在宅緩和ケアチームを認定する制度の創設

地域における在宅緩和ケアシステムを拡大するために，病院における緩和

在宅緩和ケアチームを認定する制度をケアチームと同様に，多職種からなる

するとともに， させること。創設 診療報酬に反映

�在宅療養支援サービスの拡充

入院在宅緩和ケアチームをサポートするため，緊急時や疼痛緩和のために

する施設の整備促進 在宅緩和ケアパスの導入 在宅療養支援，連携に必要な ，

を講ずること。サービス機関の拡充を図るための誘導策

� がん検診�診�を向���るための�制整備に��て

�がん検診の�置付けの����財源の�保に��て

がん検診の受診率向上を図るため，特定健診の医療保険者への義務付けと

がん検診の法的整備 必要な財源措置 医療保険者同様に， により， とともに，

とすること。への義務付け

主管省庁局名 ：厚生労働省健康局
関 係 法 令 等 ：がん対策基本法，健康増進法
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在宅療養支援サービスの拡充

多くの在宅緩和ケアチームが誕生

◎多職種からなる在宅緩和ケアチームを
　認定する制度（診療報酬に反映）の創設
◎入院する施設の整備促進
◎在宅療養支援サービス機関の拡充
◎在宅緩和ケアパスの導入

総合メディカルゾーン
「徳島がん対策センター」

・胃がん　 　２３．５％
・大腸がん　１８．０％
・肺がん　　 ２０．２％
・乳がん　　 １７．０％
・子宮がん　１９．０％

　
平成19年度
　国民生活基礎調査

目標　５０％以上！

がん検診受診率の向上

提��　緩和ケア・在宅医療�の��

平成２２年８�

・在宅緩和ケアの支援
・がん患者相談支援
・県民へのがん情報提供

が
ん
患
者
の
た
め
の
在
宅
療
養
支
援
シ
ス
テ
ム
の
未
整
備

提��　がんの��・����の��

本県のがん検診受診率

・
が
ん
検
診
は
法
的
義
務
付
け
な
し

・
特
定
健
診
は
医
療
保
険
者
に
義
務
付
け

◎必要な財源措置
◎がん検診の医療保険者への
　義務付け

���　��特�のがん対策の��

平成２２年１０� 平成２３年　１�

子宮�がん
���ンの��に
���成�度の
��に���

平成２２年５�提�

子宮�がん
���ン��
の�����成
��

国�度に��
子宮�がん
���ン��
�����成
��

���　徳島県がん対策�����平成��年�����
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64 「子どもと子育てを応援する社会」の実現に向けて

県担当課（室）こども未来課,学校政策課

【徳島県の現状と課題】

（P34）《新成長戦略（基本方針）》

◇ 子どもの笑顔あふれる国・日本

・幼保一体化を含む保育の多様化と量的拡大を図り，待機児童問題を解消する。

（P3）《民主党政策集(INDEX2009)》

◇ 保育サービスの充実

・幼稚園と保育所の一本化を推進するなど，就学前の子どもたちにとって質の

良い保育環境を提供できる体制の整備に取り組みます。

《現状》
質の高い幼児教育・保育の一体的提供とともに保育の量的拡大を図る，幼保の■

一体化に対して，利用者や事業者の不安感が解消されていない。

《課題》
，，◆ 幼保の一体化においては 利用者と事業者が直接契約する方式を導入するため

確実に施設が利用できるよう市町村の関与を強化することが必要である。

平成 年度政府予算編成に向けて24

【徳島発の政策提言】

《具体的内容》
新たな「こども園」では，すべての子どもが，幼児教育や保育を確実に受けられ

るよう，次の点に配慮すること。

地域の実情に応じた を認める① 待機児童対策として，３歳未満児専用のこども園
など， こと。多様なこども園の類型を認める

質の高い教育カリキュラムを提供するとともに，教職員の指導力向上を図るた②
め， し，教職員に対する するこ教職員の人員配置を充実 必要な研修の機会を確保
と。

情報をワンストップで提供できる窓口の設置を③ 各こども園の特色等に関する
制度とすること。市町村に義務付ける

主管省庁局名 内閣府，厚生労働省雇用均等児童家庭局，文部科学省初等中等教育局

関 係 法 令 等
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新たな「こども園」では，すべての子どもに確実な幼児教育・保育の提供！

こども園：就学前の子どもを保育する幼保一体化に向けた施設

１　受け入れ枠拡大に向けて

＜現　状＞

待機児童の年齢別の現状(全国)

３歳未満児の受入枠の拡大が急務

解
決
に
向
け
て

提言①

都市部で既存の事業者が規模拡大の
ために用地確保が困難な場合には

３歳未満児専用の
こども園設置容認

２　質の確保・向上に向けて

＜現　状＞

幼稚園：３歳以上児35人に職員１人
保育所：０歳児３人に職員１人
　　　　１，２歳児６人に職員１人
　　　　３歳児20人に職員１人
　　　　４歳以上児30人に職員１人

教職員の人員配置の充実

質の高い教育内容の企画や研修指
導を行う主任保育士や指導教諭の
新たな配置

３　利用者の負担軽減に向けて

＜現　状＞

現在の国の案では，利用者自らが
「こども園」を選定するため，利用
者は，どの施設を選択すべきか不安
がいっぱい

提言②

提言③

各こども園の特色等に関する
情報をワンストップで提供でき
る窓口の設置を市町村に義務
付ける

市
町
村

情報
提供 利

用
者

こ
ど
も
園

義
務
化

申込

解
決
に
向
け
て

解
決
に
向
け
て

各こども園で質の高い教育内容を企
画する職員が手薄
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�� �高齢��に�ける�����医療・介護�度の��に�
�て

県担当課 長寿介護課，国保長寿医療課
����の現状�課題�

（P19～20）《新成長戦略》

◇ ライフイノベーションによる健康大国戦略

・質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備。
・持続可能な社会保障制度の改革を進め，超高齢社会に対応システムを構築。

《平成 年度国予算の内容》23

◇ 地域包括ケアの推進（24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等の推進等）

（P14)《民主党の政権政策 Manifesto2010》

◇ 財源を確保し，持続可能な社会保障制度を構築
・ヘルパーなどの給与引き上げに取り組み，介護にあたる人材を確保。
・在宅医療，訪問看護，在宅介護，在宅リハなどの推進。 地域で安心して
生活できる環境を整備。 家族など実際に介護にあたっている人を支援。

（P26,28）《民主党政策集(INDEX2009)》

◇ 後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化
◇ 良質な介護を可能とするマンパワーの充実

・介護報酬を７％加算し，介護労働者の賃金を月４万円程度引上げる。
（自己負担や保険料アップにつながらない方法で実施 ）。

《現状》
「 」 「 」■ 高齢化の進行を見据えた 介護サービス基盤の拡充 及び 介護従事者の確保

が必要である。
■ 介護保険サービスの充実や後期高齢者医療制度による医療費の上昇が「保険料
の急騰 「地方負担の増大」を伴う制度設計となっている。」

《課題》
◆ 高齢者の医療費や介護費用，現行制度下の高齢者の保険料上昇や地方負担の増
加により，保険制度の財政が破綻する恐れがある。

◆ 快適で充実したサービスを確保する施設整備を進めるためのインセンティブが
不充分である。

◆ 地域に密着した医療・介護サービスの連携・充実が必要であり，特にマンパワ
ーの確保が重要である。

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政策���

《���内容》

�������保��度�確�する��，�の高�介護��������の①
����る���

���護老����等の����������する��策の����る���②

介護保険�度���る介護��の確保����の����る���③

主管省庁局名 厚生労働省老健局・保険局
関 係 法 令 等 介護保険法，高齢者の医療の確保に関する法律
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☆介護サービス需要の増大
　　○介護施設入所定員
　　○居住系サービス利用定員
　　○在宅系サービス利用人員

　　＝ 約２倍に！

☆介護職員の処遇に係る課題
　○離職率・・・・全産業より  １．３倍！
　○平均賃金・・産業全体の２／３程度！
　●処遇改善策が不充分
　＝ ケアハウス等は交付金事業対象外

◎６５歳以上高齢者の増加 (徳島県)

　　2005年「約１９７千人」
　　　　　　　↓
　　2025年「約２４２千人」

　　＝ ３人に１人に！

◎介護サービス基盤の懸案
　　「ユニット化」の促進等 による
　施設の充実が急務！

　現状と課題

保険料の急騰・地方負担の増大

  山積する諸課題
  に対し･･

　

☆要介護認定の適正化
　・特に「動ける認知症」の認定
　方法を改めること！
☆良質なケアマネジメント
　の確保
　・ケアマネ研修体系の改善に
　より資質向上を図ること！
☆家族介護者への支援策の
　拡充
　・介護と仕事を両立できるよう
　早朝夜間ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等の整備
　を進めること！

 質の高い介護サービス
 提供体制の拡充

☆人員配置基準の充実化
　・認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
　等の夜勤複数体制の確保
　 【夜間ケア加算】の倍増･･等！

☆介護職員の処遇改善策
　の拡充
　・『介護職員処遇改善交付金』
　の対象施設を拡大すること！

 介護職員の確保 及び
 処遇の改善　

☆充実した設備に対する
　適切な報酬の設定
　　【ユニット型介護福祉施設
　　　サービス費】の増額･･等！
　
☆低所得者に対する減免等
　の“きめ細かな”配慮
　・低所得者に係る食費，居住費
　負担限度額の引き下げ！
　

 特別養護老人ホーム等
 の“ユニット化”促進

持続可能な医療・介護制度の構築！
 ～公正かつ公平な負担～安定した財政運営

　･･２００５年      　　　 ２０２５年･･ (徳島県)

老人医療費２，１８７億円＝約２．３倍！
介護保険費１，７２３億円＝約２．７倍！

老人ホーム

提提　言言①① 提提　言言②② 提提　言言③③

　　速やかに“具体的な施策”を推進する
　　ことにより･･

− 136 −



�� 障害者����の��に��て
県担当課（室） 障害福祉課

����の現状�課題�

(P18)《新成長戦略》
◇ 医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ

・高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関連産業を日本の成長牽引

産業として位置付けるとともに，利用者本位の多様なサービスが提供できる

体制を構築する。

《現状》

障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業（基金事業）について■

は，平成１８年度から３年間の時限措置として実施されたが，平成２１年度に３

年間積み増し・延長され，平成２３年度末に終了予定となっている。

■ 発達障害については，平成１７年度に発達障害者支援法が施行され，その定義

が規定された。また，平成２２年度に障害者自立支援法において「発達障害者が

障害者の範囲に含まれること」を明示する改正が行われている。

■ 行動障害を伴う自閉性障害など，支援が著しく困難な障害者が施設入所支援や

短期入所，日中一時支援等のサービスを受けにくい状況にある。

《課題》

◆ 基金事業においては，新体系移行後の事業運営の安定化や地域移行体制強化，

一般就労移行促進，相談支援体制整備特別支援などの重要な施策が実施されてき

たが，まだ十分な成果があがっていない。

◆ 発達障害については，諸制度における位置付けがあいまいで，認定基準等を明

確化する必要がある。

◆ 支援が著しく困難な障害者を施設が受け入れるためには手厚い人員配置が必要

であるが，現在の制度では，そのための十分な費用が算定されていない。

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政����

《�����》

� 障害者自立支援����特����に�る特別�����基����に��て
�，���る����・�長を�る���

� ��障害に��て�，��度に�ける認定基準等を明確�する���

・特別児童扶養手当などの諸制度において 「知的障害を伴わない発達障害児」等，
に対する にすること。認定基準を明確

� �度の障害者�������て���る��の����を��する���

・行動障害を伴う自閉性障害など，支援が著しく困難な障害者への支援に対する
すること。報酬をアップ

主管省庁局名 厚生労働省社会・援護局
関 係 法 令 等 障害者自立支援法，特別児童扶養手当等の支給に関する法律

− 137 −



重度者の支援のためには，
多くの人員が必要なため，
施設に負担

提言３　支援が著しく困難な障害者に対する報酬の引き上げ

必要な人員配置による
重度者への確かな
ケア・サービスを提供

施 設 職 員

現状

重度者受け
入れの報酬
引き上げへ

重度者が支援を
受けにくい
ケースが発生

　　提言２　発達障害の認定基準の明確化

現状 「発達障害」の
基準があいまい

例：「高度の自閉」
など

　　提言１　基金事業のさらなる積み増し・延長

障害者自立支援特別対策事業 障害者の自立支援にとって
重要な施策であるが，
成果実現には道半ば。
平成２３年度末終了予定

重要施策の継続
的な実施により，
その政策効果を
確かなものへ！

特別児童扶養手当
などにおいて

発達障害を適正に
認定することが

可能に！

基準の明確化

・現行制度
基本報酬の0.7
～20.1％が算定
されるに
とどまっている

新しい法体制「障害者総合
福祉法（仮称）」施行目標の
平成２５年８月までは
激変緩和策の継続が必要！

　積み増し

施 設 職 員

行動障害を伴う
自閉性障害児等

施設に重度者を
受け入れる余裕が
生まれ，支援を
受けやすくなる

行動障害を伴う
自閉性障害児等

重度障害者が
地域で安心して
暮らせる社会の

実現へ！

相談支援体制整備

障害者が地域で暮らせる体制作り

障害者の就労支援

事業所の運営安定化

− 138 −


